
電話

（第 1 章）

（第 1 節）

（第　 3

15
年
度

同　上

１4
年
度

まで

①資格の取得・喪失の管理事務

②療養諸費・高額療養費・出産育児一時金・葬祭費等の請求支出事務

③国庫支出金・療養給付費交付金等申請事務

④国民健康保険税の賦課事務

⑤レセプト点検・過誤請求事務

⑥健康保持増進事業（ふれあい温泉事業・スポーツフェスティバル開催事業・冬期間健康づくり事

業）

　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

１　計　画　（プラン）

  昭和３０年代初期、医療保険も適用されないまま取り残されていた約３，０００万人の国民を、健康保険と国民健
康保険の両面から制度の中に組み入れることとした国民皆保険制度が創設され、当市においても旧法において
開始していた事業（昭和33年４月1日）を昭和３４年４月１日に新法へと移行した。

事務事業開始の
きっかけ（導入当
初の目的等）

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を)

　　　意　　図
（何をねらっている
のか｡対象をどのよう
な状態にしたいの
か）

節
施策

健康と医療

国民健康保険法(昭和３３年１２月２７日法律第192号、昭和３４年４月１日施行根拠法令等
　事務事業開始年度

　〃 終了予定年度

川幡博行 作成日 平成15年7月15日事務区分 部長職名■自治事務　　□法定受託事務　 西野隆夫 課長職名

4,491,661

9.07

9,000

81,630

4,308,526

9.07

9,000

81,630

1,321,138 1,391,503

3,901,091 3,825,034 4,226,896 4,410,031

1,254,7951,200,123

1,239,719

30,198

69,501

1,290,312

30,198

99,501

3,904,864

7.76

9,235

8.87

9,000

71,664

医療体制の充実

上位施策との関
連（総合計画での
位置付け）

施策）

章 安全で安心できるまち

市が行った
（行う）事務事
業の具体的
な実施内容
（※補助金等
の場合は団
体等の活動
内容）

　　　平成１５年度事務事業評価調書（継続用）　　　　北広島市別紙１

昭和33

整理番号 12-4 作成部署 市民環境部 内線704

１３年度（決算）

　職域保険・生活保護の適用を受けない全ての住民（強制加入）

　加入者が、病気、けが、出産及び死亡の場合に保険給付を安心して受けられる運営を
確保するとともに、ふれあい温泉事業・スポーツフェスティバル開催事業・冬期間健康づ
くり事業などの予防事業や健康増進事業を展開して、加入者の健康回復・健康づくりを
目的とする。

平均被保険者数（一般）

一般財源（保険税)

①合　計

②人　数（年間）

1,169,992その他特財

２　実　施　（ドゥ）

国支出金

道支出金

（単位：千円）

1,103,776

1,409,661 1,536,340

※繰上充用金(赤字額) 114,126

7,657

129,501

7,189

指　　　標

活動指標

（事務事業の
活動量や実
績）

平均被保険者数（老人）

平均被保険者数（退職）

効率指標

（主要活動単
位当たりコスト）

1人当り医療費（退職）

1人当り医療費（老人）

１人当り医療費（一般）

4,936人

成果指標
1人当り医療費（退職）

1人当り医療費（老人）
（目的の達成
度を測るもの
さし）

指　　　標(算式）
１３年度 １４年度

2,988人

4,826人

１５年度（目標）

１人当り医療費（一般）

2,710人

240,152円

2,515人

4,725人

240,152円

431,025円

987,324円

362,799円

958,852円

431,025円

987,324円

205,439円

205,439円

362,799円

958,852円

250,915円

449,842円

961,715円

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

③１人当り年間平均人件費

④＝②×③

　総　事　業　費 ①＋④

１５年度（予算） １６年度（予定）

1,628,517

１４年度（決算）

8,917人

１６年度（目標）

1,329,305

9,452人

指　　　　　標　　　　　値

7,889人 8,340人

3,972,755

79,830

449,842円

961,715円

直接事業費

【事業費の推移】

人 　件 　費
（概算）

区　　　　分

2,846人

4,826人

250,915円

250,915円

449,842円

961,715円

250,915円

449,842円

961,715円

国民健康保険事業事務事業名



　医療費には大きな地域差があり、制度の
大きな不安定要因となっている。その地域
差を数値で表す概念として地域指数があ
り、昭和６３年度の1.689からは大きく改善
して平成１４年度では1.302となっているも
のの、標準値1.14を大きく超えている。

　平成１５年度より３ヵ年に渡り、安定化計
画特別支援事業の指定を北海道から受
けたので、その支援事業の中で、医療費・
疾病状況・既存事業把握し、現状及び課
題を整理し、具体的な助言を受けながら、
医療費の適正化を図るものとする。

　コストのほとんどが、医療費である。加入
者の増加が著しいので、全体的な医療費
は今後とも増加傾向にあり、医療費適正
化を図る上からも、引き続き効率的な保健
事業の推進を図る必要がある。

　平成１５年度からの安定化計画特別支
援事業の中で、医療費適正化に努めるも
のとする。

判定の説明や課題 改善の方法

判定の説明や課題 改善の方法

　法令に基づいて、対象者・目的が定
められている。
（法第１条、２条、第５条）

　資格管理・申請事務・保険税賦課につい
ては、法令に基づいて適切に処理してい
る。レセプト点検については、過誤調整の
効果を上げている。健康保持増進事業に
ついては、参加者も増えており適切であ
る。

□該当しない

　法令に基づいて、市の関与が定めら
れている。
（法第３条第１項）

■適切

■適切

□改善の余地
あり(⇒改善の
方法記入）

今後の方向性等

　制度を安定的に維持するためにも、事業の健全化は不可欠であ
ることから、今後とも赤字の解消と事務の効率化に努める。

□統合する(検討含む）

□縮小する(検討含む）

□終了

　制度の不安定要因となっている医療費の地域差の改善を基本
に、将来を見すえた健康づくりを中心とした保健事業を充実強化す
ることにより、医療費の適正化を図っていきながら、合せて赤字の
解消に努めるものとする。

受益者負担の妥当性

行財政構造改革推
進本部の総合判定

３　評　価　（チェック）と改善（アクション）

手段の妥当性

□拡大・重点化する

□現状のまま継続する

【１次評価】

　給付の自己負担については、法令に
基づいている。
　国保税の税率についても、平成１５
年度に見直している。

【事務事業担当部局内優先度】

事務事業担当部局
の総合判定

【上記３の評価と改
善を踏まえ、今後の
方向性についての総
合判定と改善方法等
を記入】

□拡大・重点化する

□現状のまま継続する

【市が実施すべき事務事
業ですか。市民・企業等
での実施可能性はありま
せんか】

□廃止・休止する(検討含む）

□縮小する(検討含む）

□廃止・休止する(検討含む）

□終了

　判　　　　定

■見直しの上で継続する

■Ａ 　　　 □B    　　□C

※部局で所管するすべての事務事業の中で、この事務事業の位置づけはどの程度ですか

■見直しの上で継続する

□統合する(検討含む）

【２次評価】

【有効性と効率性の評価と改善の方法】

　判　　　　定

□あまり成果が上がっていない

□成果が上がっていない

□十分成果が上がっている

■概ね成果が上がっている

今後の方向性や改善方法など

□かなり非効率

４　総合判定と今後の方向性

判　　定
有効性の評価

【意図した成
果は上がって
いますか】

項　　目 判　定
【妥当性の評価と改善の方法等】

整理番号 12-4

□改善の余地
あり(⇒改善の
方法記入）

【現在の手段は適切です
か。他の手段や委託化な
どの可能性はありません
か】

【手法は効率
的ですか。コ
スト節減の方
法はありませ
んか】

行政関与の妥当性 ■適切

□やや非効率

【受益者負担の適正化の
余地はありませんか】

■適切

【社会経済情勢や市民
ニーズの変化などから、
設定した対象や意図は妥
当ですか】

□改善の余地
あり(⇒改善の
方法記入）

効率性の評価

■概ね効率的

□十分効率的

事務事業を取り巻く
社会環境の変化や
今後の予測・他市
町村の動向等

　国保は、地域医療の確保と住民の健康の保持増進に大きく貢献し、国民皆保険制度の重要な役割を果たしてきた。しかしなが
ら、急激な少子高齢化や医療の高度化そして景気低迷による加入者の所得水準の低下などを受け、国保を取り巻く情勢は一層
厳しい状況にあり、国においても医療保険・老人保健制度の安定的運営を図るため、一部負担金・自己負担限度額・老人医療
費拠出金算定方法などを見直し、国保の財政基盤強化などを図かっているが、依然として抜本的改革が求められている。より一
層の収納率確保と医療費の適正化に努める必要がある。

項　　目

目的の妥当性

□改善の余地
あり(⇒改善の
方法記入）




